
①～③のいずれかに該当する場合であっても、裏面の方法により喫煙エリアを設けることが認められています※1、※3
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JTでは、飲食店の皆様などが分煙環境を整備する際、その方法についてアドバイスする『分煙コンサルティング活動』を無償で行っています。


